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私たち厚木市職員は、市民の視点に立った市政の実現に向けて、市

民との信頼関係を大切にしながら、対話と協働によるまちづくりを進

めます。そのために、法令や社会規範を遵守し、市民全体の奉仕者と

しての誇りと自覚を持って次のとおり行動します。 

 

厚木市職員行動指針 

◆高い倫理観を保持し、公正な職務を執行します。 

◆服務規律を遵守し、市民の疑惑や不信を招くような行為

はしません。 

◆個人情報の保護と情報セキュリティの徹底を図ります。 

◆常に危機管理意識を持ち、事故等を未然に防止します。 

◆市民の声を尊重した行政サービスを提供し、市民満足度

の向上を目指します。 

◆改革・改善の精神で新たな課題に挑戦するとともに、事

務効率の向上を図ります。 

◆情報公開を推進し、市民の立場に立った説明責任を果た

します。 

◆明るいあいさつと正確、迅速、親切、丁寧な対応を心掛

け、市民に親しまれる職員を目指します。 


